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令和５年横審第３３号 

裁    決 

漁船Ａ浸水事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 三級海技士（航海） 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官松村徹出席のうえ審理し、次

のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの三級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和４年１０月１９日２３時４０分 

 東京都西之島西方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 漁船Ａ 

  総 ト ン 数 ３４９トン 

  全 長 ６３.２４メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 １,９１２キロワット 
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３ 事実の経過 

 Ａは、平成１０年６月に進水した大中型まき網漁業に従事する鋼製

漁船で、上甲板に船首から順に船首部甲板、最上層に操舵室を配した

３層の甲板室、後部甲板、甲板室下方に機関室及び機関監視室を配置

し、機関監視室内には配電盤及び制御盤等、甲板室右舷側面には甲板

室通路を経て機関室に至る水密扉（以下「水密扉」という。）付きの

出入口（以下「甲板室出入口」という。）をそれぞれ備え、ａ受審人

ほか１１人、フィリピン共和国籍８人及びミクロネシア連邦籍３人の

船員が乗り組み、操業の目的で、令和４年９月８日０９時００分静岡

県焼津港を発し、越えて１４日フィリピン共和国ミンダナオ島東方沖

合の漁場に至って操業を始め、かつお及びまぐろを約６７０トン漁獲

したのち、船首３.４６メートル船尾６.４２メートルの喫水をもっ

て、越えて１０月１６日１２時４６分漁場を発進して帰途に就いた。 

沖縄気象台は、越えて１９日０５時４０分沖縄東方海上で気圧の傾

きが急になっており、北東の風が強く、最大風速１５メートルに達す

るとして、沖縄東方海上海域に注意期間を２０日１５時までとする海

上風警報を発表し、１１時４０分及び１７時４０分同警報を継続して

いた。 

ａ受審人は、インターネットで気象情報を入手し、１９時００分北

緯２６度１５分東経１３８度３０分の地点（以下「基点」という。）

から１７７度（真方位、以下同じ。）３３.０海里の地点で、針路を

３４５度に定めて自動操舵とし、１４.１ノットの速力（対地速力、

以下同じ。）で進行した。 

定針したとき、ａ受審人は、インターネットで入手した気象情報か

ら次第に荒天になると予測し、甲板室出入口を開放して航行を続ける

と、甲板に打ち込んだ海水が同出入口を通じて機関室に流入するおそ
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れがあったが、高起した波が甲板に打ち込むようになれば、甲板員が

自発的に水密扉を閉鎖するものと思い、同扉の閉鎖を指示するなど、

荒天準備を十分に行わなかった。 

こうして、ａ受審人は、２２時００分船橋当直を甲板員に委ねて降

橋し、荒天準備を行わないまま続航中、２３時４０分基点から３３７

度３４.６海里の地点において、Ａは、原針路及び原速力のまま、高

起した波が甲板に打ち込み、大量の海水が開放したままの甲板室出入

口を通じて機関室に流入し、船内が浸水した。 

 当時、天候は雨で風力６の北北東風が吹き、沖縄東方海上海域には

海上風警報が発表され、北北東から波高約３メートルの波浪があった。 

 ａ受審人は、自室で休憩中、船橋当直者から報告を受けて昇橋し、

事後の措置に当たった。 

 浸水の結果、機関監視室内の配電盤等に濡損を生じたが、自力航行

により焼津港に入港し、のち修理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

本件浸水は、夜間、西之島西方沖合において、沖縄東方海上海域に海

上風警報が発表された状況下、焼津港に向けて航行中、荒天準備が不十

分で、甲板に打ち込んだ海水が開放したままの甲板室出入口を通じて機

関室内に流入したことによって発生したものである。 

ａ受審人は、夜間、西之島西方沖合において、沖縄東方海上海域に海

上風警報が発表された状況下、焼津港に向けて航行中、入手した気象情

報から次第に荒天になることを予測した場合、甲板室出入口を開放して

航行を続けると、甲板に打ち込んだ海水が同出入口を通じて機関室に流

入するおそれがあったのだから、水密扉の閉鎖を指示するなど、荒天準

備を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、高起した波
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が甲板に打ち込むようになれば、甲板員が自発的に水密扉を閉鎖するも

のと思い、荒天準備を十分に行わなかった職務上の過失により、甲板に

打ち込んだ海水が開放したままの甲板室出入口を通じて機関室内に流入

し、船内に浸水する事態を招き、配電盤等に濡損等を生じさせるに至っ

た。 

以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の三級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

  

令和６年６月１３日 

     横浜地方海難審判所 

          審 判 官  丸  田     稔 


